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(注) １ 当行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

２ 第３四半期連結累計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、「第５ 経理の状況」中、「１ 四半期

連結財務諸表」の「１株当たり情報」に記載しております。 

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については潜在株式が存在しないため、また、平成20年度第３

四半期連結累計期間、平成20年度第３四半期連結会計期間及び平成21年度第３四半期連結会計期間については

１株当たり四半期純損失金額が計上されているため記載しておりません。 

４ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については潜在株式が存在しないため、また、１株当たり当期純

損失金額が計上されているため記載しておりません。 

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

平成20年度
第３四半期 
連結累計期間

平成21年度
第３四半期 
連結累計期間

平成20年度
第３四半期 
連結会計期間

平成21年度 
第３四半期 
連結会計期間

平成20年度

自  平成20年
    ４月１日 
至  平成20年 
    12月31日

自 平成21年
    ４月１日 
至  平成21年 
    12月31日

自 平成20年
    10月１日 
至  平成20年 
    12月31日

自 平成21年 
    10月１日 
至  平成21年 
    12月31日

自  平成20年
    ４月１日 
至  平成21年 
    ３月31日

経常収益 百万円 72,881 72,420 23,209 25,793 94,802

経常利益 
(△は経常損失)

百万円 △9,567 5,776 △11,067 271 △17,073

四半期純利益 
(△は四半期純損失)

百万円 △10,923 2,487 △11,456 △278 ―

当期純損失(△) 百万円 ― ― ― ― △16,218

純資産額 百万円 ― ― 226,833 249,490 218,948

総資産額 百万円 ― ― 4,146,628 4,300,235 4,123,026

１株当たり純資産額 円 ― ― 773.04 857.71 743.58

１株当たり四半期純利
益金額(△は１株当たり
四半期純損失金額)

円 △41.35 9.42 △43.37 △1.05 ―

１株当たり当期純損失
金額(△)

円 ― ― ― ― △61.40

潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額

円 ― ― ― ― ―

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額

円 ― ― ― ― ―

自己資本比率 ％ ― ― 4.92 5.26 4.76

営業活動による 
キャッシュ・フロー

百万円 △38,552 164,712 ― ― △54,727

投資活動による 
キャッシュ・フロー

百万円 44,334 △172,705 ― ― 52,995

財務活動による 
キャッシュ・フロー

百万円 7,995 10,086 ― ― 17,674

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

百万円 ― ― 54,200 58,457 56,373

従業員数 人 ― ― 2,581 2,691 2,544
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５ 当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会社)に

該当するため、第３四半期連結会計期間に係る損益関連指標については、「第５ 経理の状況」の「２ その

他」中、「(1) 第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び１株当たり四半期純損益金額

等」の「① 損益計算書」に基づいて掲出しております。 

 なお、第３四半期連結会計期間に係る１株当たり情報の算定上の基礎は、同「③ １株当たり四半期純損益

金額等」に記載しております。 

  

当第３四半期連結会計期間において、当行グループ(当行及び当行の関係会社)が営む事業の内容につい

ては、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

 
(注) １ 従業員数は、出向者を除いた就業人員(ただし、連結会社間の出向者を含む)であります。 

２ 従業員数は、海外の現地採用を含み、嘱託及び臨時雇員1,139人を含んでおりません。 

３ 臨時従業員数は、[  ]内に嘱託及び臨時雇員の当第３四半期連結会計期間の平均人員を外書きで記載して

おります。 

  

 
(注) １ 従業員数は、出向者を除いた就業人員であります。 

２ 従業員数は、海外の現地採用を含み、嘱託及び臨時雇員973人を含んでおりません。 

３ 臨時従業員数は、[  ]内に嘱託及び臨時雇員の当第３四半期会計期間の平均人員を外書きで記載しており

ます。 

  

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における従業員数

平成21年12月31日現在

従業員数(人)
2,691

[ 1,146 ]

(2) 当行の従業員数

平成21年12月31日現在

従業員数(人)
2,401
[ 978 ]
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「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記

載しておりません。 

  

当第３四半期連結会計期間において、この四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する

事項のうち、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等、投資者の判断に重要な

影響を及ぼす可能性のある事項の発生はありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事

業等のリスク」について重要な変更はありません。 

 なお、重要事象等は存在しておりません。 

  

該当ありません。 

  

  

当第３四半期連結会計期間のわが国経済は、世界的な金融危機の影響による景気後退局面からようや

く持ち直しの兆しが見え始めたものの、依然、先行きは不透明な状態が続きました。 

このような経済環境のもと、当行グループは、平成19年度よりスタートした新世紀第３次長期経営計

画(期間：３年間)のメインテーマである「リスク管理の高度化による企業価値の向上」の実現に向け、

「３つのＣ＋ＣＳＲ」①コンソリデーション(Consolidation：商品・サービスの向上、合理的かつ積極

的なリスクテイク)、②クレジット・リスク(Credit Risk：信用リスク管理の高度化)、③コスト・コン

トロール(Cost Control：生産性の向上)の実践を基本戦略として展開しております。 

その結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、以下のとおりとなりました。 

  

預金等(譲渡性預金を含む)は、個人預金の順調な増加により、前連結会計年度末に比べ129,693百万

円増加して当第３四半期連結会計期間末残高は3,894,350百万円(うち預金は3,789,036百万円)となりま

した。一方、貸出金は、主として地方公共団体向け貸出が減少したことから、同28,360百万円減少して

2,682,588百万円となりました。また、総資産の当第３四半期連結会計期間末残高は4,300,235百万円で

同177,209百万円の増加、純資産額の同残高は249,490百万円で同30,541百万円の増加となりました。 

当第３四半期連結会計期間の損益につきましては、経常収益はその他業務利益の増加を主因に前年同

四半期連結会計期間に比べ2,583百万円増収の25,793百万円となりました。一方、前年同四半期連結会

計期間は、リーマンショックに端を発した金融危機の影響により多額の株式の減損処理を強いられまし

たが、当第３四半期連結会計期間はその影響もなく経常費用は前年同四半期連結会計期間に比べ8,755

百万円減少して25,521百万円となりました。これらの結果、経常利益は同11,339百万円増益の271百万

円、四半期純損益は同11,178百万円改善し278百万円の純損失となりました。 

  

第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況
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また、事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 なお、以下に記載の金額は内部取引相殺前の金額であり、課税取引については消費税及び地方消費税

を含んでおりません。 

  

銀行業では、市場金利の低下により前年同四半期連結会計期間に比べ資金運用収益は減少したものの

その他業務収益が増加したことから、経常収益は前年同四半期連結会計期間比2,233百万円増収の

23,187百万円となりました。一方、経常費用は、前述のとおり株式の減損負担がなくなったことを主因

として同9,095百万円減少の23,428百万円となったことから、経常損益は同11,328百万円改善し241百万

円の経常損失となりました。 

リース・投資事業では、経常収益は前年同四半期連結会計期間比359百万円増収の2,241百万円、経常

費用は同292百万円増加の1,765百万円、経常利益は同66百万円増益の476百万円となりました。 

クレジットカード事業では、経常収益は459百万円で前年同四半期連結会計期間比43百万円の減収と

なりましたが、経常費用も同41百万円減少して421百万円となったことから、経常利益は38百万円と同

２百万円の減益にとどまりました。 

事務代行事業では、経常収益は前年同四半期連結会計期間比73百万円増収の383百万円となったもの

の、経常費用も396百万円と同74百万円増加したため、経常損益は同０百万円悪化して13百万円の経常

損失となりました。 

信用保証事業(当行の住宅ローン等の保証業務)では、経常収益は前年同四半期連結会計期間比18百万

円増収の234百万円となったものの、経常費用も215百万円と同61百万円増加したため、経常利益は同42

百万円減益の18百万円にとどまりました。 

その他の事業では、経常収益が162百万円で前年同四半期連結会計期間比12百万円の増収、経常費用

が165百万円で同11百万円の増加となり、経常損益は２百万円の経常損失ながら、前年同四半期比若干

の改善となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、

第２四半期連結会計期間末に比べて6,452百万円増加し、58,457百万円となりました。 

 増減額の前年同四半期比較では、3,848百万円の減少となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結会計期間中の営業活動による資金は61,908百万円の増加で、前年同四半期比

110,959百万円の増加となりました。この主な要因は、貸出金の伸びの鈍化、コールローン等の減少

及び譲渡性預金の増加であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結会計期間中の投資活動による資金の減少は46,660百万円で、前年同四半期と比べ

96,856百万円の資金の減少となりました。この主な要因は、有価証券の取得による支出の増加であり

ます。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結会計期間中の財務活動による資金は、劣後特約付借入金の返済による支出(8,000

百万円)があったことから8,798百万円の減少となりました。なお、前年同四半期には劣後特約付借入

による収入(10,000百万円)があったため、前年同四半期との比較では17,975百万円の資金の減少とな

りました。 

  

当第３四半期連結会計期間において、連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題についての重要

な変更、または、新たに生じた事業上及び財務上の対処すべき課題はありません。 

  

該当ありません。 

  

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

(4) 研究開発活動
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当第３四半期連結会計期間中に完成した新築、増改築等は次のとおりであります。 

  

銀行業 

 
(注) 建物延面積の( )内は、賃借面積であります。 

  

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新

設、除却等について、重要な変更はありません。 

  

  

第３ 【設備の状況】

１ 主要な設備の状況

会社名
店舗名 
その他

所在地 設備の内容
敷地面積
(㎡)

建物延面積
(㎡)

完了年月

当行 ───

草津 
パーソナル
出張所

滋賀県草津市 店舗        ―    (483.51) 平成21年11月

大垣支店 岐阜県大垣市 店舗     856.87     564.49 平成21年12月

２ 設備の新設、除却等の計画
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(注)   

  

該当ありません。 

  

該当ありません。 

  

  

 
  

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しており

ません。 

  

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 500,000,000

計 500,000,000

② 【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年２月５日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 265,450,406 265,450,406

東京証券取引所
(市場第一部) 
大阪証券取引所 
(市場第一部)

単元株式数は1,000株であり
ます。

計 265,450,406 265,450,406 ― ―

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【ライツプランの内容】

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成21年10月１日～
平成21年12月31日

― 265,450 ― 33,076,966 ― 23,942,402

(5) 【大株主の状況】
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当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載

することができませんので、直前の基準日である平成21年９月30日の株主名簿により記載しておりま

す。 

 
(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には、当行所有の自己株式778株が含まれております。 

  

 
  

  

  

 
(注)  最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

前事業年度の有価証券報告書の提出日以後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はあ

りません。 

  

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式）
普通株式

1,457,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

260,819,000
260,819 ―

単元未満株式
普通株式

3,174,406
― 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 265,450,406 ― ―

総株主の議決権 ― 260,819 ―

② 【自己株式等】

平成21年９月30日現在

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社滋賀銀行

滋賀県大津市浜町１番38
号

1,457,000 ― 1,457,000 0.54

計 ― 1,457,000 ― 1,457,000 0.54

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成21年 
４月

 
５月

 
６月 ７月 ８月 ９月 10月

 
11月 12月

最高(円) 574 565 594 592 612 598 588 570 564

最低(円) 508 524 542 542 581 542 530 509 526

３ 【役員の状況】
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１ 当行の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産

及び負債の分類並びに収益及び費用の分類は、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に準拠して

おります。 

  なお、前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)は改正前の四半期連

結財務諸表規則に基づき作成し、当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月

31日)及び当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)は改正後の四半期

連結財務諸表規則に基づき作成しております。 

  

２ 当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う会

社)に該当するため、第３四半期連結会計期間に係る損益の状況、セグメント情報及び１株当たり四半期

純損益金額等については、「２ その他」に記載しております。 

  

３ 当行は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結累計期間(自 平成20年

４月１日 至 平成20年12月31日)に係る四半期連結財務諸表については、監査法人トーマツの四半期レ

ビューを、当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日)及び当第３四半期

連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日)の四半期連結財務諸表については、有限責

任監査法人トーマツの四半期レビューを受けております。 

  なお、監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年７月１日をもって有限責任監査法

人トーマツとなりました。 

  

第５ 【経理の状況】
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円） 

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

現金預け金 68,952 56,807 

コールローン及び買入手形 67,915 57,828 

買入金銭債権 18,995 18,697 

商品有価証券 925 1,118 

金銭の信託 8,776 9,379 

有価証券 ※2 1,333,749 ※2 1,113,812 

貸出金 ※1 2,682,588 ※1 2,710,948 

外国為替 4,218 3,303 

その他資産 46,978 53,765 

有形固定資産 ※3 59,371 ※3 59,885 

無形固定資産 5,022 6,227 

繰延税金資産 4,024 24,131 

支払承諾見返 29,961 33,686 

貸倒引当金 △31,233 △26,566 

投資損失引当金 △11 △1 

資産の部合計 4,300,235 4,123,026 

負債の部 

預金 3,789,036 3,654,781 

譲渡性預金 105,313 109,875 

コールマネー及び売渡手形 234 196 

債券貸借取引受入担保金 17,382 4,116 

借用金 29,997 45,527 

外国為替 72 69 

社債 20,000 － 

その他負債 35,871 33,604 

退職給付引当金 10,561 8,978 

役員退職慰労引当金 234 256 

睡眠預金払戻損失引当金 716 609 

利息返還損失引当金 99 145 

偶発損失引当金 290 1,132 

再評価に係る繰延税金負債 10,972 11,096 

支払承諾 29,961 33,686 

負債の部合計 4,050,744 3,904,077 
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（単位：百万円） 

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

資本金 33,076 33,076 

資本剰余金 23,970 23,970 

利益剰余金 122,002 120,936 

自己株式 △911 △884 

株主資本合計 178,138 177,098 

その他有価証券評価差額金 37,996 8,782 

繰延ヘッジ損益 0 △2 

土地再評価差額金 10,285 10,448 

評価・換算差額等合計 48,282 19,228 

少数株主持分 23,070 22,621 

純資産の部合計 249,490 218,948 

負債及び純資産の部合計 4,300,235 4,123,026 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

経常収益 72,881 72,420 

資金運用収益 53,771 50,606 

（うち貸出金利息） 39,424 38,051 

（うち有価証券利息配当金） 13,261 12,180 

役務取引等収益 9,402 8,943 

その他業務収益 7,847 11,526 

その他経常収益 1,861 1,344 

経常費用 82,448 66,644 

資金調達費用 10,032 7,784 

（うち預金利息） 8,675 6,643 

役務取引等費用 2,778 2,715 

その他業務費用 10,746 5,603 

営業経費 37,691 37,149 

その他経常費用 ※1 21,200 ※1 13,390 

経常利益又は経常損失（△） △9,567 5,776 

特別利益 710 1,544 

固定資産処分益 － 1 

償却債権取立益 671 735 

偶発損失引当金戻入益 － 806 

その他の特別利益 39 － 

特別損失 955 566 

固定資産処分損 421 201 

減損損失 339 365 

リース会計基準の適用に伴う影響額 ※2 193 － 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△） 

△9,811 6,754 

法人税、住民税及び事業税 489 497 

法人税等調整額 36 3,031 

法人税等合計 526 3,529 

少数株主利益 585 737 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △10,923 2,487 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円） 

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△） 

△9,811 6,754 

減価償却費 3,890 3,336 

減損損失 339 365 

負ののれん償却額 △22 － 

貸倒引当金の増減（△） △2,474 4,667 

投資損失引当金の増減額（△は減少） － 9 

偶発損失引当金の増減（△） 67 △841 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 716 1,582 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1 △21 

睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） △105 106 

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △38 △46 

資金運用収益 △53,771 △50,606 

資金調達費用 10,032 7,784 

有価証券関係損益（△） 15,533 △3,229 

金銭の信託の運用損益（△は運用益） 275 △224 

為替差損益（△は益） 14 9 

固定資産処分損益（△は益） 421 199 

貸出金の純増（△）減 △108,985 28,360 

預金の純増減（△） 70,196 134,255 

譲渡性預金の純増減（△） △2,514 △4,562 

借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減
（△） 

2,100 △7,529 

預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 938 △10,059 

コールローン等の純増（△）減 21,661 △10,385 

コールマネー等の純増減（△） △6,015 37 

債券貸借取引受入担保金の純増減（△） △14,236 13,265 

外国為替（資産）の純増（△）減 △310 △915 

外国為替（負債）の純増減（△） △49 3 

資金運用による収入 51,390 48,349 

資金調達による支出 △7,132 △5,848 

その他 △939 10,600 

小計 △28,828 165,420 

法人税等の支払額 △9,724 △707 

営業活動によるキャッシュ・フロー △38,552 164,712 
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（単位：百万円） 

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の取得による支出 △270,508 △502,928 

有価証券の売却による収入 147,443 192,501 

有価証券の償還による収入 168,983 139,178 

金銭の信託の減少による収入 1,905 807 

有形固定資産の取得による支出 △2,749 △2,000 

有形固定資産の売却による収入 0 74 

無形固定資産の取得による支出 △740 △339 

投資活動によるキャッシュ・フロー 44,334 △172,705 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

劣後特約付借入れによる収入 10,000 － 

劣後特約付借入金の返済による支出 － △8,000 

劣後特約付社債の発行による収入 － 20,000 

配当金の支払額 △1,585 △1,584 

少数株主への配当金の支払額 △302 △302 

自己株式の取得による支出 △148 △27 

自己株式の売却による収入 32 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,995 10,086 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 △8 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,764 2,084 

現金及び現金同等物の期首残高 40,435 56,373 

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 54,200 ※1 58,457 
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  当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

   該当ありません。 

  

  

 
  

  

 
  

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

【簡便な会計処理】

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

１ 減価償却費の算定方法  定率法を採用している有形固定資産については、年度に係る減価

償却費の額を期間按分する方法により算定しております。

２ 貸倒引当金の計上方法  「破綻先」、「実質破綻先」に係る債権等及び「破綻懸念先」で

個別の予想損失額を引き当てている債権等以外の債権に対する貸倒

引当金につきましては、中間連結会計期間末の予想損失率をベース

に合理的な修正を加えた予想損失率を適用して計上しております。

３ 繰延税金資産の回収可能性の判断  繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、一時差異の発

生状況について中間連結会計期間末から大幅な変動がないと認めら

れるため、当該中間連結会計期間末の検討において使用した将来の

業績予測及びタックス・プランニングの結果を適用しております。

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期連結累計期間 
(自  平成21年４月１日   
至  平成21年12月31日)

１  税金費用の計算  一部の連結子会社の税金費用は、税引前四半期純利益に、前事業年

度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じ

ることにより算定しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

 

※１ 貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりで

あります。

破綻先債権額 4,869百万円

延滞債権額 45,282百万円

３ヵ月以上延滞債権額 1,951百万円

貸出条件緩和債権額 11,019百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額で

あります。

 

※１ 貸出金のうち、リスク管理債権は以下のとおりで

あります。

破綻先債権額 6,148百万円

延滞債権額 40,005百万円

３ヵ月以上延滞債権額 2,355百万円

貸出条件緩和債権額 12,234百万円

なお、上記債権額は、貸倒引当金控除前の金額で

あります。

 

※２ 担保に供している資産

企業集団の事業の運営において重要なものであ

り、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認

められるものは、次のとおりであります。

有価証券 149,366百万円
 

※２ 担保に供している資産

有価証券 140,709百万円

※３ 有形固定資産の減価償却累計額

44,723百万円

※３ 有形固定資産の減価償却累計額

44,083百万円

(四半期連結損益計算書関係)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

※１ その他経常費用には、貸倒引当金繰入額4,935百

万円、貸出金償却3,035百万円及び株式等償却

12,580百万円を含んでおります。

※２ 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第

13号平成19年３月30日)及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16

号 平成19年３月30日)の適用により過年度に実施し

たリース債権の流動化に係る会計処理並びに再リー

ス取引に係る貯蔵品の評価額を変更しております。

これらの変更による影響額は特別損失に「リース会

計基準の適用に伴う影響額」としてまとめて計上し

ており、内訳は以下のとおりであります。  

リース債権の流動化による譲渡益    701百万円  

再リース取引に係る貯蔵品の評価損   895百万円  

差引計                193百万円

※１ その他経常費用には、貸倒引当金繰入額6,640百

万円、貸出金償却4,976百万円及び株式等償却798百

万円を含んでおります。

─────

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

  平成20年12月31日現在

現金預け金勘定 55,037百万円

定期預け金 △431百万円

その他預け金 △405百万円

現金及び現金同等物 54,200百万円

 

  平成21年12月31日現在

現金預け金勘定 68,952百万円

定期預け金 △5,631百万円

通知預け金 △4,581百万円

その他預け金 △281百万円

現金及び現金同等物 58,457百万円
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１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
(単位：千株) 

 
  

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
  

   該当ありません。 

  

３ 配当に関する事項 
  

 
  

基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間

の末日後となるもの 
  

   該当ありません。 

  

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末株式数

発行済株式

 普通株式 265,450

合計 265,450

自己株式

 普通株式 1,470

合計 1,470

(決議) 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たりの
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月25日 
定時株主総会

普通株式 792 ３ 平成21年３月31日 平成21年６月26日 利益剰余金

平成21年11月12日 
取締役会

普通株式 791 ３ 平成21年９月30日 平成21年12月10日 利益剰余金
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前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31日) 

  

 
(注) １ 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。 

２ 各事業の主な内容は次のとおりであります。 

 (1) 銀行業・・・・・・・・銀行業 

 (2) リース・投資事業・・・リース業及びベンチャーキャピタル業等 

 (3) その他の事業・・・・・クレジットカード、事務代行事業等 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日) 

  

 
(注) １ 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。 

２ 各事業の主な内容は次のとおりであります。 

 (1) 銀行業・・・・・・・・銀行業 

 (2) リース・投資事業・・・リース業及びベンチャーキャピタル業等 

 (3) その他の事業・・・・・クレジットカード、事務代行事業等 

  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

銀行業 
(百万円)

リース・
投資事業 
(百万円)

その他
の事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

経常収益

 (1) 外部顧客に対する 
   経常収益

65,716 5,115 2,050 72,881 ─ 72,881

 (2) セグメント間の内部 
   経常収益

263 637 1,624 2,525 (2,525) ─

計 65,979 5,752 3,674 75,406 (2,525) 72,881

  経常利益 
 （△は経常損失）

△10,955 869 494 △9,590 23 △9,567

銀行業 
(百万円)

リース・
投資事業 
(百万円)

その他
の事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

経常収益

 (1) 外部顧客に対する 
   経常収益

64,475 5,996 1,948 72,420 ─ 72,420

 (2) セグメント間の内部 
   経常収益

256 569 1,800 2,626 (2,626) ─

計 64,732 6,566 3,749 75,047 (2,626) 72,420

  経常利益 4,443 1,077 295 5,816 (39) 5,776
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前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31日) 

全セグメントの経常収益の合計額に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日) 

全セグメントの経常収益の合計額に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31日) 

海外経常収益が連結経常収益の10％未満のため、海外経常収益の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日) 

海外経常収益が連結経常収益の10％未満のため、海外経常収益の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】

【海外経常収益】
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Ⅰ 当第３四半期連結会計期間末 

※１ 企業集団の事業の運営において重要なものであり、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が

認められるものは、次のとおりであります。 

※２ 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載し

ております。 

 その他有価証券で時価のあるもの(平成21年12月31日現在) 

 
(注) １  四半期連結貸借対照表計上額は、当第３四半期連結会計期間末日における市場価格等に基づく時価により

計上したものであります 

２  その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、

時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借

対照表価額とするとともに、評価差額を当第３四半期連結累計期間の損失として処理(以下「減損処理」と

いう。)しております。 

 当第３四半期連結累計期間における減損処理額は、788百万円(うち株式788百万円)であります。 

 また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、四半期連結会計期間末日の時価が取得原価に

比べて50％以上下落した場合、又は、30％以上下落した場合で過去の時価の推移ならびに当該発行会社の業

績・信用リスク等を勘案して時価が回復する見込がないと認められる場合であります。 

  

(追加情報) 

変動利付国債の時価については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、市場価格を時価とみなせない状態に

あると判断し、当第３四半期連結会計期間末においては、合理的に算定された価額をもって四半期連結貸借対照

表計上額としております。これにより、市場価格をもって四半期連結貸借対照表価額とした場合に比べ、「有価

証券」は6,049百万円増加、「繰延税金資産」は2,445百万円減少、「その他有価証券評価差額金」は3,603百万

円増加しております。 

 変動利付国債の合理的に算定された価額は、当行における合理的な見積もりが困難なため、証券会社等から入

手した価額を使用しております。その算定に使用されたモデル、価格決定変数は以下のとおりであります。 

 ①モデルの概要 

固定利付国債の価額に整合的な割引率と市場で評価されるスワップション・ボラティリティにフィットする

金利の分散をもとに将来の金利推移をモデル化した上で、将来のキャッシュフローを想定し、算出した現在

価値。 

 ②価格決定変数 

割引短期国債、10年国債、20年国債及び30年国債の利回り及び価額を使用。スワップションのボラティリテ

ィ期間は１ヶ月から10年。スワップ期間は１年から10年を使用。 

  

(有価証券関係)

取得原価(百万円)
四半期連結貸借対照表

計上額(百万円)
評価差額(百万円)

株式 73,199 119,292 46,092

債券 976,608 992,254 15,646

 国債 501,786 509,544 7,758

 地方債 206,845 210,536 3,691

 社債 267,976 272,172 4,196

その他 212,470 209,735 △2,734

合計 1,262,277 1,321,281 59,004
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Ⅱ 前連結会計年度末 

※  連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しておりま

す。 

 その他有価証券で時価のあるもの(平成21年３月31日現在) 
  

 
 (注) １ 連結貸借対照表計上額は、当連結会計年度末日における市場価格等に基づく時価により計上したものであ

ります。 

 ２ 「うち益」「うち損」はそれぞれ「評価差額」の内訳であります。 

 ３  その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、

時価が取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価をもって連結貸借対照表

価額とするとともに、評価差額を当連結会計年度の損失として処理(以下「減損処理」という。)しておりま

す。  

 当連結会計年度における減損処理額は、18,975百万円(うち株式13,517百万円、その他5,458百万円)であ

ります。  

 また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、連結会計年度末日の時価が取得原価に比べて

50％以上下落した場合、又は、30％以上下落した場合で過去の時価の推移ならびに当該発行会社の業績・信

用リスク等を勘案して時価が回復する見込がないと認められる場合であります。 

  
  (追加情報) 

 変動利付国債の時価については、従来、市場価格をもって連結貸借対照表計上額としておりましたが、昨今

の市場環境を踏まえた検討の結果、市場価格を時価とみなせない状態にあると判断し、当連結会計年度末にお

いては、合理的に算定された価額をもって連結貸借対照表計上額としております。 これにより、市場価格をも

って連結貸借対照表価額とした場合に比べ、「有価証券」は7,086百万円増加、「繰延税金資産」は2,864百万

円減少、「その他有価証券評価差額金」は4,221百万円増加しております。 

 変動利付国債の合理的に算定された価額は、当行における合理的な見積もりが困難なため、証券会社等から

入手した価額を使用しております。その算定に使用されたモデル、価格決定変数は以下のとおりであります。 

①モデルの概要 

固定利付国債の価額に整合的な割引率と市場で評価されるスワップション・ボラティリティにフィットする

金利の分散をもとに将来の金利推移をモデル化した上で、将来のキャッシュ・フローを想定し、算出した現

在価値。 

②価格決定変数 

割引短期国債、10年国債、20年国債及び30年国債の利回り及び価額を使用。スワップションのボラティリテ

ィ期間は１カ月から10年、スワップ期間は１年から10年を使用。 

  

取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

評価差額(百万円) うち益(百万円) うち損(百万円)

株式 73,697 98,701 25,004 27,074 2,070

債券 753,882 756,063 2,181 4,543 2,362

 国債 344,919 347,268 2,349 2,646 296

 地方債 156,894 157,507 612 789 177

 社債 252,068 251,287 △780 1,107 1,888

その他 262,327 247,971 △14,356 891 15,248

合計 1,089,907 1,102,736 12,829 32,509 19,680
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当第３四半期連結会計期間末 

   前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。 

  

  当第３四半期連結会計期間末 

   前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められないため、記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

該当ありません。 

  

１  １株当たり純資産額 
  

 
  

２  １株当たり四半期純利益金額等 
  

 
(注) １ １株当たり四半期純利益金額（又は四半期純損失金額）の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
２ なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、また前第３四

半期連結累計期間は１株当たり四半期純損失金額が計上されているため記載しておりません。 

  

該当ありません。 

(金銭の信託関係)

(デリバティブ取引関係)

(ストック・オプション等関係)

(１株当たり情報)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末 
(平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 円 857.71 743.58

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日)
至 平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益金
額（△は１株当たり四半期
純損失金額）

円 △41.35 9.42

潜在株式調整後１株当たり 
四半期純利益金額

円 ─── ───

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 
(△は１株当たり四半期純損失金
額）

 四半期純利益 
（△は四半期純損失）

百万円 △10,923 2,487

 普通株主に帰属しない 
 金額

百万円 ─── ───

 普通株式に係る四半期 
 純利益（△は普通株式 
 に係る四半期純損失）

百万円 △10,923 2,487

 普通株式の期中平均株 
 式数

千株 264,166 264,000

(重要な後発事象)
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当行は、特定事業会社(企業内容等の開示に関する内閣府令第17条の15第２項に規定する事業を行う

会社)に該当するため、第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び１株当たり四

半期純損益金額等については、四半期レビューを受けておりません。 
  
①損益計算書 

(単位：百万円) 

 
  

 
  

２ 【その他】

(1) 第３四半期連結会計期間に係る損益計算書、セグメント情報及び１株当たり四半期純損益金額等

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

経常収益 23,209 25,793

  資金運用収益 17,951 16,908

   （うち貸出金利息) 13,285 12,645

   （うち有価証券利息配当金) 4,334 4,144

  役務取引等収益 2,841 2,844

  その他業務収益 2,245 5,944

  その他経常収益 171 96

経常費用 34,277 25,521

  資金調達費用 3,085 2,496

   （うち預金利息) 2,677 2,122

  役務取引等費用 923 911

  その他業務費用 3,914 2,251

  営業経費 12,347 12,079

  その他経常費用 ※1 14,006 ※1 7,782

経常利益又は経常損失（△） △11,067 271

特別利益 54 188

   固定資産処分益 ─ 1

  償却債権取立益 54 187

特別損失 26 163

  固定資産処分損 26 153

  減損損失 ― 9

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整
前四半期純損失（△）

△11,038 296

法人税、住民税及び事業税 174 99

法人税等調整額 △23 176

法人税等合計 151 275

少数株主利益 266 299

四半期純損失(△) △11,456 △278

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

※１．その他経常費用には、貸出金償却1,203百万円、

貸倒引当金繰入額780百万円及び株式等償却11,923

百万円を含んでおります。

※１．その他経常費用には、貸出金償却4,078百万円、

貸倒引当金繰入額2,742百万円及び株式等償却789百

万円を含んでおります。
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②セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 
  

 
(注) １ 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。 

２ 各事業の主な内容は次のとおりであります。 

 (1) 銀行業・・・・・・・・銀行業 

 (2) リース・投資事業・・・リース業及びベンチャーキャピタル業等 

 (3) その他の事業・・・・・クレジットカード、事務代行事業等 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 
  

 
(注) １ 一般企業の売上高及び営業利益に代えて、それぞれ経常収益及び経常利益を記載しております。 

２ 各事業の主な内容は次のとおりであります。 

 (1) 銀行業・・・・・・・・銀行業 

 (2) リース・投資事業・・・リース業及びベンチャーキャピタル業等 

 (3) その他の事業・・・・・クレジットカード、事務代行事業等 
  

前第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 

全セグメントの経常収益の合計額に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。 

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

全セグメントの経常収益の合計額に占める本邦の割合が90％を超えているため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。 
  

前第３四半期連結会計期間(自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日) 

海外経常収益が連結経常収益の10％未満のため、海外経常収益の記載を省略しております。 

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日) 

海外経常収益が連結経常収益の10％未満のため、海外経常収益の記載を省略しております。 

  

(事業の種類別セグメント情報)

銀行業 
(百万円)

リース・
投資事業 
(百万円)

その他
の事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

経常収益

 (1) 外部顧客に対する 
   経常収益

20,872 1,668 669 23,209 ─ 23,209

 (2) セグメント間の内部 
   経常収益

81 214 511 806 (806) ─

計 20,954 1,882 1,180 24,016 (806) 23,209

  経常利益 
 （△は経常損失）

△11,570 409 86 △11,073 6 △11,067

銀行業 
(百万円)

リース・
投資事業 
(百万円)

その他
の事業 
(百万円)

計
(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結
(百万円)

経常収益

 (1) 外部顧客に対する 
   経常収益

23,101 2,064 627 25,793 ─ 25,793

 (2) セグメント間の内部 
   経常収益

85 177 612 875 (875) ─

計 23,187 2,241 1,240 26,669 (875) 25,793

  経常利益 
 （△は経常損失）

△241 476 41 275 (3) 271

(所在地別セグメント情報)

(海外経常収益)
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③ １株当たり四半期純損益金額等 
  

 
(注) １ １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。 

 
２ なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、また１株当た

り四半期純損失金額が計上されているため記載しておりません。 

  

平成21年11月12日開催の取締役会において、第123期の中間配当につき次のとおり決議しました。 

 
  

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日)
至 平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失金
額(△）

円 △43.37 △1.05

潜在株式調整後１株当たり 
四半期純利益金額

円 ─── ───

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額

 四半期純損失（△） 百万円 △11,456 △278

 普通株主に帰属しない 
 金額

百万円 ─── ───

 普通株式に係る四半期 
 純損失（△）

百万円 △11,456 △278

 普通株式の期中平均株 
 式数

千株 264,107 263,987

(2)中間配当

中間配当金額 791百万円

１株当たりの中間配当金 ３円

支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成21年12月10日
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該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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平成21年２月６日

株式会社滋賀銀行 

取締役会 御中 

  
 

  
 

 

 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社滋賀銀行の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結累計期間

(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表

に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社滋賀銀行及び連結子会社の平成20

年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

  

追記情報 

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間連

結会計期間より「リース取引に関する会計基準」及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」を適用し

ている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

監査法人トーマツ

指定社員
業務執行社員

公認会計士  西 村    猛     印

指定社員
業務執行社員

公認会計士  木 村 幸 彦     印

指定社員
業務執行社員

公認会計士  河 津 誠 司   印

※ １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書

提出会社が別途保管しております。

  ２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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平成22年２月２日

株式会社滋賀銀行 

取締役会 御中 

  
 

  
 

 

 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社滋賀銀行の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及

び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明すること

にある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社滋賀銀行及び連結子会社の平成21

年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

独立監査人の四半期レビュー報告書

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士  西 村   猛     印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士  木 村 幸 彦     印

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士  河 津 誠 司   印

※ １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書

提出会社が別途保管しております。

  ２ 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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